
 

 

建替えに伴う助成金を増額しました‼ 

をお考えの皆様 

 不燃建築物への建替え 

１ 助成対象確認時に除却対象建築物が存すること 
 
２（１）木造から耐火建築物への建替え 
 （２）木造から準耐火建築物への建替え 
（３）準耐火建築物から耐火建築物への建替え  

  ※ 建て替える建築物は、不燃建築物であること 
         【詳細はパンフレットをご覧下さい】 

 

 

 

 

木造建築物 
  （準耐火・耐火構造以外） 

 
 

基本助成     １５０万円 

建築設計加算   １００万円 

除却加算      ９０万円 

 

      合計 ３４０万円 

 

 

 

 

 

不燃建築物 
 （例えば、鉄骨準耐火構造で 

延べ面積９０㎡の場合） 
 

基本助成     １５０万円 

建築設計加算   １００万円 

除却加算      ９０万円 

建築工事費加算 約１２７万円 
（面積によって変動） 

     合計   ４６７万円 

 

 

 

※ 不燃建築物とは… 

    地震などによる火災発生を防ぐため、屋根や外壁

などを燃えにくい材料で作った建築物を言います 
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 建築工事費加算の対象 


